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総務省における取組の概要

地方公務員の勤務環境の改善

2

地方公共団体の職員採用等における平等取扱いの原則（地方公務員法第１３条）に
即した対応を要請
・厚生労働省指針等を踏まえたハラスメント防止への取組の実施や、その周知など

男女の別を記載しない住民票記載事項証明書
の
交付に係る本人請求が可能であることや、
印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱

い
とすることが可能であること

地方公共団体が行う事務の明確化

地方公共団体が行う事務について、以下を周知
・印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱いとすることが可能
・男女の別を記載しない住民票記載事項証明書の交付に係る本人請求が可能

男女の別を記載しない住民票記載事項証明書
の
交付に係る本人請求が可能であることや、
印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱
い

とすることが可能であること
消防職員の理解促進

消防職員の理解促進のため、以下の取組を実施
・ＬＧＢＴについて、消防大学校における幹部職員の養成研修での講義の実施
・各消防本部へのＬＧＢＴに関する基本的知識や注意事項を掲載したハラスメント教材の
配布




